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03　地方厚生局の位置付け・管轄地域

04　九州厚生局の基本理念・行動指針 

05　九州厚生局の組織体制 
 
06　九州厚生局の主な業務

07　わが国の医療保険制度の特徴

08　医療保険制度の健全な運営・適正化のために

09　安心・安全な医療サービスの提供のために

10　わが国の年金制度の特徴

11　年金制度の円滑な運営のために
　　　　　　　　　
12　年金記録の記録訂正を求める方のために

　　被保険者等の権利・利益の救済を図るために
　　　　　　　
13　誰もが安心して暮らせる健康福祉サービスの基盤整備等のために

14　住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を続けるために

15　食の安全・安心の確保のために

16　薬物汚染のない健全な社会の実現のために

17　九州厚生局アクセスガイド

　地方厚生(支)局は、平成13年1月に厚生
労働省が所掌する事務の一部を移管し
て、全国８か所に設置された厚生行政の
「政策実施機関」です。

　九州厚生局は、九州地方８県（福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県）において、国民の皆
さまに最も身近な、医療、健康福祉、年金、
麻薬の取締りなどに関する業務を行って
います。
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　私たちの生活は、健康・医療や子ども・子育て支援、福祉・介護、
年金などの社会保障制度に支えられています。
　特に、少子高齢化が進む中で社会保障制度はますます重要となっ
ています。
　九州厚生局は、管内の８県（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）において社会保障行政の第
一線を担う国の機関として、幅広い業務を展開しています。

　九州厚生局は、地域における厚生行政のより身近な政策実施機
関として、国民一人ひとりが将来にわたり健やかで安心して生活
することができるよう、様々な社会保障政策を通じて、国民生活
の質の向上に貢献します。

高い倫理観と使命感を持って、公正・公平、かつ迅速に職務
を遂行します。
「地域の声」を大切にし、業務に反映します。
行政サービスの主役は国民であると考え、行動します。
わかりやすい言葉で、積極的に情報を発信し、開かれた行政
を目指します。

1.

2.
3.
4.

九 州 厚 生 局 長

総 務 管 理 官

総 務 課

会 計 課

企 画 調 整 課

年 金 指 導 課

年 金 調 整 課

年 金 審 査 課

社 会 保 険 審 査 官

健 康 福 祉 課

医 事 課

食 品 衛 生 課

地域包括ケア推進課

保 険 年 金 課

管 理 課
佐 賀 事 務 所

長 崎 事 務 所

熊 本 事 務 所

大 分 事 務 所

宮 崎 事 務 所

鹿児島事務所

沖 縄 事 務 所

医 療 課

調 査 課

指 導 監 査 課

調 査 総 務 課

捜 査 第 一 課

捜 査 第 二 課

特 別 捜 査 課

密 輸 対 策 課

主 任 情 報 官

密 輸 対 策 官

鑑 定 課

小 倉 分 室

捜 査 課

調 査 総 務 室

主 任 情 報 官

密 輸 対 策 官

鑑 定 官

健康福祉部長

指導総括管理官

麻薬取締部長

沖縄麻薬取締支所長

地域包括的支援構築施策分析官

次 長

九州厚生局の組織体制
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年

　金

国民年金
（第１号被保険者）

（20歳から）

（原則60歳まで）

（65歳から） （65歳から） （65歳から）

（亡くなるまで） （亡くなるまで） （亡くなるまで）

（退職まで） （60歳まで）※平成 29年9月～

（20歳から）（就職から） 転職、暮らしの変化等保険料が払えない時
は免除制度あり

毎月保険料(定額)を負担 転職等 転職等
月給の 18.3%負担
(半分は会社が負担)

負担なし（第2号
被保険者全体で負担）

自営業者・学生等 会社員・公務員等 専業主婦等

厚生年金
（第2号被保険者）

国民年金
（第3号被保険者）

厚生年金

基 礎 年 金（ 定 額 ）基 礎 年 金（ 定 額 ）基 礎 年 金（ 定 額 ）

（所得比例）

［ ］ ［ ］ ［ ］

働き方・暮らし方に応じて加入

年

　金
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ゆめマート

大分審査委員会
事務局

HIヒロセPRO
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